
※生産緑地の買取り申出を行うにおいて、対象地に他の権利（抵当権等）が設定されている場合は別紙の誓約書を

　提出してください。

主たる従事者の死亡又は重大な故障

買取らない旨の通知
（生産緑地法第12条）

買取る旨の通知
（生産緑地法第12条）

解除の要因

農業従事者へのあっせん
（生産緑地法第13条）

都　市　計　画　変　更

所有権の移転

生産緑地の継続

行為制限の解除
（生産緑地法第14条）

生産緑地地区の買取申出～都市計画変更の流れ（解除の手続き）

時価買取り価格協議
（生産緑地法第12条）

所有権の移転
行為制限の解除

（生産緑地法第14条）

指定から３０年経過

主たる従事者について証明書の取得
（農業委員会）

買取り申出申請
（生産緑地法第１０条）

一
ヶ
月
以
内

不

調

成

立

三
ヶ
月

不

調

成

立

買取り申出の日から起算し
て３ヶ月経過

※不調であっても、
収用委員会に裁決
を申請する場合が
あります。


